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なお、利用に際しては、有田町婦人の家条例及び有田町婦人の家の管理に関する規則

 に規定された事項を遵守するとともに、有田町婦人の家館長の指示に従います。

～
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電　　　話

有田町婦人の家利用(変更利用)許可申請書
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3 託児室

：

講習室

次のとおり、有田町婦人の家を利用(変更利用)したいので申請します。
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：

：
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利 用 料 使用料

・

日

円 ・ 冷暖房料 円 円

年

・ 無

(○で囲む)

人

減 免 理 由

合  計

和　室

合  計

有田町婦人の家利用(変更利用)許可書

様

利 用 区 分

減免申請の
有 無

調理実習室・

有田町長 ㊞

ピアノ・ ・

人

軽 運 動 室

有

3. 利用後は必ず清掃・後片付けをおこなうこと。できていない場合は、次回より利用を許可しな

4. 施設・備品等を破損・滅失した場合は、すみやかに届け出ること。

いことがある。

2.

1.

月

夜間の利用時間は、21時30分までとする。

・

許可年月日

利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

年 月 日 付けの利用申請については、次の条件を付して許可します。


